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「パートトタイマー・アルバイト就業規則」の無料診断を承ります。お気軽にお声掛け下さい。　常時パートタイマーやアルバイトを雇用している場合は、パートタイマー・アルバイト向け専用の就業規則を制定することをお勧めします。ＴＫＮ社会保険労務士事務所　特定社会保険労務士　髙野　裕之：０３－６３１５－８８３０
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